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● 我が国の人口は、戦後から高度成長期にかけて急速に増加。この時期に都市部への流入が進行。

第１ 人口減少の進展（都市圏・地方圏）

● 全国では2004（H16)年、大都市圏では2010(H22)年をピークに人口減少に転じる一方、
地方部では既に人口減少に転じており、今後さらに加速する見込み。
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（１）人口・世帯構成の変化 ③少子・高齢化のさらなる進展（高齢世帯の増加）●団塊世代が後期高齢者となる2025年に、2005年と比べ高齢者世帯数が547万世帯増加

第１ 高齢化の進展（地域別）

（１）人口 世帯構成の変化 ③少子 高齢化のさらなる進展（高齢世帯の増加）

図２：地域別高齢者世帯（注）の将来推計

（約1.4倍）。
●大都市圏において特に変動が顕著。

図１：高齢者人口と高齢化率の推移
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図２：地域別高齢者世帯（注）の将来推計
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図１：高齢者人口と高齢化率の推移
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第１ 歩いて暮らせる範囲に必要な施設

●徒歩や自転車で行ける範囲には、どのような施設や機能が必要だと思うか聞いたところ、「病院・福祉
施設」を挙げた者の割合が80 3％施設」を挙げた者の割合が80.3％。

＜複数回答＞

出典：歩いて暮らせるまちづくりに関する世論調査（内閣府大臣官房政府広報室）（平成21年度実施）



第１ 公債残高の累増

●1990年代以降、公債残高が急増（平成２年以降の約20年間で約540兆円増加）。
●平成24年度末の公債残高は709兆円（税収約17年分に相当）に上る見込み。

（注１）公債残高は各年度の３月末現在額。ただし、平成23年度末は４次補正後予算に基づく見込み、平成24年度末は予算に基づく見込み。

（出典：財務省ＨＰ）

（注２）特例公債残高は、国鉄長期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換国債を含む。
（注３）平成23年度は、東日本大震災からの復興のために平成23年度～平成27年度まで実施する施策に必要な財源について、復興特別税の収入等を活用して

確保することとし、これらの財源が入るまでの間のつなぎとして復興債を発行。
（注４）平成23年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は664兆円程度。



●我が国における総CO2排出量のうち、都市における社会経済活動に起因することが大きい家庭部門やオ
フィスや商業等の業務部門と 自動車 鉄道等の運輸部門における排出量とが全体の約５割を占める

第１ 都市活動に起因する二酸化炭素排出量

フィスや商業等の業務部門と、自動車・鉄道等の運輸部門における排出量とが全体の約５割を占める。

二酸化炭素排出量の内訳（2010年度）

３割

市街化区域等
２．５割

出典：2010年度温室効果ガス排出量（環境省）
市街化区域等

４割

５割



第１ 都市計画区域、市街化区域、非線引き用途地域

都市計画区域 都市計画区域外●我が国における都市計画区域は

市
街

約1,000万ha（国土面積の26%）
約11,860万人
※人口の94％が居住

約2,800万ha（国土面積の74%）
約890万人

●我が国における都市計画区域は
国土面積の約1／4を占め、総人
口の94％が居住。

●市街化区域と非線引き用途地域
は 国土の約5％ほどで 総人口 街

化
区
域

約140万ha

準都市計画区域
約7万ha

用途地域

は、国土の約5％ほどで、総人口
の約８割が居住。

約140万ha
約8,820万人

用途地域

約190万ha
（国土面積の約5％）

市
街
化
調
整

約9,900万人
（全人口の約77％）

都市計画区域が指定されている市町村：1364 整
区
域

約370万ha
用途地域が指定されている
市町村 1190

用途地
域が指
定されて
いない

都市計画区域が指定されている市町村 1364

全国の 約370万ha
約960万人

市町村：1190

都市計画区域が指定されていない市町村：363

いない
市町村：
174

全国の
市町村
総数：
1727

線引き都市計画区域
約510万ha
約9,780万人

非線引き都市計画区域
約490万ha
約2,080万人

都市計画区域が指定されていない市町村：363



●CO2の排出量は、都市構造の違いに大きく影響する。
●面積と人口がほぼ同じ規模である前橋市と高知市を例に見ると 低密度の市街地が広が ている前橋市

第１ 集約型都市構造と都市の低炭素化との関係 ～ CO2排出量と都市構造～

●面積と人口がほぼ同じ規模である前橋市と高知市を例に見ると、低密度の市街地が広がっている前橋市
の方が、自動車の依存率が高く、運輸旅客部門の１人当たり年間CO2排出量も約４割多い。

●また、市街化区域の人口密度が高い方が、１人当たりCO2排出量が低い傾向があり、都市構造の集約化
と都市の低炭素化には高い相関がある。と都市の低炭素化には高い相関がある。

1人当りCO2排出量＝1.21トン
人口：約28万人
面積：約147.34㎞2

人口密度の違いにおける自動車のCO2排出量

↓

前
橋

岐阜
金沢

橋
市 安来

上越

1人当りCO2排出量＝0.87トン
人口：約33万人
面積：約144.95 ㎞2

↓

高
知
市市

※1 1人当りCO2排出量は運輸旅客部門のみ 出典：平成18年版環境白書

出典：谷口守：都市構造から見た自動車CO2排出量の時系列分析、
都市計画論文集 No.43-3、2008年10月



第１ 建築物単体のCO2排出の状況

●建築物の低炭素化を図ることにより、民生部門のCO2排出量の抑制が図られる。

建築物は、民生部門のCO2排出量に長期にわたり影響を与える。
【民生部門】

業務部門：１９９０年比＋３１．９％ 家庭部門：１９９０年比＋３５．５％
（非住宅建築物が関係） （住宅が関係）（非住宅建築物が関係） （住宅が関係）

民生部門のCO2排出量の内、家電やＯＡ機器
を除き、６９％を建築物の躯体や設備に関連
す 排 量が占

住宅の低炭素化を図ることにより、約３０％のCO2を
削減可能。

するCO2排出量が占めている。
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出典：総合エネルギー統計（2010年度）等より推計
※一定の条件のもと、国土交通省にて試算



第１ 「コンパクトシティ」等の市町村マスタープランへの記載状況

調査時期：平成２２年４月

調査機関：国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課

調査対象：都市計画区域を有する市区町村（都道府県を通した悉皆調査）

調査時点：平成２２年３月３１日

調査内容：貴市区町村のマスタープランにおいて、「コンパクトシティ化」や「集約型都市構造化」等、コンパクト
シティを将来の都市像として位置づけているかシティを将来の都市像として位置づけているか。

【調査結果】

位置づけ有り＋今後位置づけ

位置づけなし その他 合計

位置づけ有り 今後位置づけ位置づけ有り 今後位置づけ

665 404 261 725 30 1,420

47% 28% 18% 51% 2% 100%

※合併前の旧市町村で策定したマスタープランも含む
※ 「今後位置づけ」「位置づけなし」には、マスタープラン未策定市町村を含む



第４ 散発的な都市の縮退

○市街化区域と市街化調整区域の地価の差○郊外住宅地においてモザイク状に発生する空地（A市）

市街化調整区域（宅地）

地価 29,800(円／㎡)

市街化区域（第一種低層住居専用地域）市街化区域（第 種低層住居専用地域）

地価 49,500(円／㎡)
※国土交通省地価公示より



第４ 都市計画区域内等の散発的・無秩序な開発

○大規模商業施設の立地状況 ○県全域を対象とした立地ビジョン（福岡県）○大規模商業施設の立地状況 ○県全域を対象とした立地ビジョン（福岡県）

大規模集客施設の立地ビジョン（H19)
（任意計画：県全域が対象）

H18の法改正後も、非線引き白地等への立地がみられる。

都市計画区域マスタープラン（H20)
（法定計画：全都市計画区域が対象）（法定計画：全都市計画区域が対象）

地方都市圏における大規模集客施設の着工状況（3,000～10,000m2（地方圏））

都市計画区域内等の散発的･無秩序な開発を防ぐため
には、複数の都市計画マスタープランの一体的な作成

市町村境
広域ブロック境

には、複数の都市計画マスタ プランの 体的な作成
などの検討が必要



○旧香川中央都市計画区域（３市２町）に ○土地利用規制の比較

第４ 都市計画区域を超えた広域における散発的な都市開発

1,400 

1,600  旧市街化区域

旧市街化調整区域

○旧香川中央都市計画区域（３市２町）に
おける農地転用件数

○土地利用規制の比較

市街化区域 市街化調整区域 非線引き都市計画区域 都市計画区域外

開発
許可

面積要件 1000㎡以上※１ 全て 3000㎡以上 10000㎡以上

立地基準※２ 適用

H16.4.1
都市計画区域拡大・

線引き廃止

（件数）

431

825
772 676

607
745

543
524

659

393
410

350
332

383 228 
600 

800 

1,000 

1,200  新規編入区域

都市計画区域外

※１ 三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡以上

※3市2町：平成17年1月時点
の高松市、丸亀市、坂出
市、牟礼町、宇多津町

許可 立地基準※２ － 適用 － －

建築物の用途
用途地域を定めな
ければならない

－
用途地域を定めることが
できる

－

農地転用許可 不要（届出） 必要 必要 必要

245 232 205 209 269
37 22 16 13 16 11 
133 103 116 96 55 93 

384 431 439 335 305 676
604

464 479 

0 

200 

400 

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

※２ 立地基準 ：許可できる開発行為の類型を限定※H21はH21.4-12の件数を
年あたりに換算

（年度）

資料：香川県資料より
国土交通省作成

農地区分 第３種農地 第２種農地 第１種農地 甲種農地 農用地区域内農地

小集団の
・集団農地 市街化調整区域内の 市町村の定める農業

（参考）都市計画区域拡大・線引き廃止後の農地転用（H16-H18）

要件
市街地に
ある農地 等

小集団の
未整備の
農地 等

（１０ｈａ以上）
・農業公共投資
対象農地 等

・農業公共投資後８年以内の農地
・集団農地で高性能農業機械での
営農が可能な農地

振興地域整備計画に
おける農用地区域内
の農地

許可の要件
（立地基準）

原則許可

第３種農地
に立地困難
な場合等に

原則不許可
例外許可
・農業用施設 農産物加工施設

原則不許可

※国、都道府県が行う転用（学校、病院、社会福祉施設、庁舎及び宿舎を除く。）、土地収用される場合等は許可不要

（立地基準） な場合等に
許可

農業用施設、農産物加工施設
・土地収用事業の認定を受けた施設 等

高松広域都市計画区域

旧都市計画区域外

資料：香川県農地転用GISデータ資料：香川県農地転用GISデータ
より国土交通省作成



第４ 基幹的な民間施設等の立地に係る低い計画性（１）

○医療・福祉機能の郊外拡散（Ａ市の例）

●平成元年以降設置された高齢者福祉施設の６割が、市街化調整区域
・都市計画区域外に立地

○延床3,000㎡以上の福祉施設は、地方圏で７割が用途地域外
に立地

Ａ市老人福祉施設の立地分布
（平成元年以降）

市街化区域内の老人福祉施設
市街化区域外の老人福祉施設

（ここでいう老人福祉施設とは 特（ここでいう老人福祉施設とは、特
別養護老人ホーム（指定介護老人
福祉施設）、ケアハウス、介護老人
保健施設、有料老人ホームを示す）

市街化区域
都市計画区域 ○医療施設、社会福祉施設、教育文化施設等の都市計画決定状況
中心市街地区域

○医療施設、社会福祉施設、教育文化施設等 都市計画決定状況

供用又は 供用又は

完成（概成 完成（概成

を含む） を含む）

施　設　区　分 都市数

箇　　所 面積・延長等

計画 計画

（都市計画年報/H22.3.31現在）

を含む） を含む）

病 院 12 15 13 62.2 48.71ha

保 育 所 13 28 28 3.8 3.8ha

そ の 他 の 医 療 施 設 1 2 2 2.7 2.7ha

その他の社会福祉施 17 20 19 46.0 45.9ha

学 校 33 193 190 586 9 563 23h学 校 33 193 190 586.9 563.23ha
図 書 館 3 3 3 1.1 1.1ha
その他の教育文化施 17 31 31 261.2 261.18ha



第４ 基幹的な民間施設等の立地に係る低い計画性（２）

○都市計画税の仕組み

・都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、目的税
として課税されるもの。（制限税率０．３%、課税市町村：６５６市町村）

都市施設（社会福祉施設）の都市計画決定イメ ジ
●都市計画事業

交通施設 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車

・都市計画事業：「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業
・主な都市施設 （※都市計画施設：都市計画決定された都市施設）

・都市施設（社会福祉施設）の都市計画決定イメージ

ターミナル 等

公共空地 公園、緑地、広場、墓園 等

供給施設又は処理施設 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下
水道 汚物処理場 ご 焼却場 等水道、汚物処理場、ごみ焼却場 等

水路 河川、運河 等

教育文化施設 学校、図書館、研究施設 等

医療施設又は社会福祉施
設

病院、保育所 等

その他 市場、と畜場又は火葬場、一団地の住宅
施設 等施設 等

線引き都市計画区域
非線 き都市計 域

※福岡県春日市の都市計画図より●都市計画税の課税区域

線
非線引き都市計画区域

市街化区域 市街化調整区域

全域 条例で定める区域 条例で定める区域



第４ 集約型都市構造を支える公共交通サービス水準の低下

○中心市街地における駐車場・空地の増加○公共交通をはじめとした公共サービスの維持・確保 ○中心市街地における駐車場・空地の増加○公共交通をはじめとした公共サ ビスの維持 確保

350

400

450
（万台）

駐車場・附置義務駐車施設
（約419万台）

＜公共交通の撤退＞
乗合バス：輸送人員は地方部を中心に低下し、廃止路線は毎

年約２千kmに及ぶ

※ 平成２４年６月時点での全国の新幹線整備延長 ：約2,400km

150

200

250

300

附置義務駐車施設
（約251万台）

100

乗合バスの輸送人員の推移

（Ｈ１２年度を１００とした場合）
三大都市圏

その他地域

合計

廃止路線キロ

乗合バスの路線廃止状況

長 ,
北海道宗谷岬～鹿児島県大隅半島佐多岬の直線距離：約1,900km

0

50

100

S33 S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20
（年度）

80

85

90

95 合計 １８年度 ２，９９９

１９年度 １，８３２

２０年度 １，９１１

２１年度 １，８５６

○駐車場附置義務制度の概要

（着色部は概ねの市街地を示す）

地方公共団体は、以下の建築物を対象に、条例で、その建築物又はその
建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることがで
き

75
12 13 14 15 16 17 18 19 20

（年度）

図表：「交通の諸問題に関する検討会」資料（平成２３年９月、国土交通省）

（着色部は概ねの市街地を示す）

対象地区 対象建築物
（非特定用途）

対象建築物
（特定用途）

駐車場法 駐車場整備地区 延べ面積2,000㎡以上で 条例で定める規

きる。

20条1項 商業地域
近隣商業地域

条例で定める規模以上 模以上

駐車場法
20条2項

周辺地区

自動車ふくそう地
区

－
条例で定める規
模以上

図：「地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引き」（平成20年、
国土交通省）において豊田市生活交通確保基本計画（ 概要版） より作成

区

※ 特定用途：劇場、百貨店、事務所等の自動車の駐車需要を生じ
させる程度の大きい用途



第４ 広域的な緑地の減少・分断

○依然として減少傾向にある都市の緑の総量 ○緑の基本計画（都市緑地法第４条）○依然として減少傾向にある都市の緑の総量

【横浜市における緑被面積（樹林地、農地、草地）の減少】

○緑の基本計画（都市緑地法第４条）

都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）
第四条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措
置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実
施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以下施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以下
「基本計画」という。）を定めることができる。

○広域緑地計画

２０００年１９６０年 １９８０年

：緑地 ：市街地

都市緑地法運用指針（平成２４年４月１日改正）
４ 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）
(9) 緑のマスタープラン・都市緑化推進計画との関係
（略）

しかしながら 都市住民の活動 行動が広域化している今日 都市における

【横浜市の人口と緑被率の推移】

しかしながら、都市住民の活動、行動が広域化している今日、都市における
緑のあり方を定める場合、一の市町村の範囲を超えた広域の見地から検討を行
うことも必要である。この場合、都道府県は地域の実情に応じて必要な緑地の
保全及び緑化の推進に関する計画を都道府県の広域緑地計画として定めること
も考えられる。

■都道府県広域緑地計画等策定状況（平成２３年３月３１日現在）
都道府県広域緑地計画及びそれに類する計画の策定状況

・策定完了：２３都道府県

出典：横浜市水と緑の基本計画等

・横浜市における緑地は、1960年以降継続して減少
・緑被率についても、過去30年間で約15%減少



第４ 都市農地の減少（１）

7 5

35歳以下 36～60歳 61歳以上

○農業従事者の高齢化

34 000

（ha） 宅地化農地 ：各年度中の １月 １日時点

生産緑地 ：各年度中の１２月３１日時点

○三大都市圏の特定市における都市内の農地面積の推移

7.5

5.5

3.4

41

41.1

41.6

51.5% 

53.4% 

55.0% 

H9

H14

H21

30,628 

27,906 

26,152 

24,541 

23,333
24 000

26,000 

28,000 

30,000 

32,000 

34,000 

0% 50% 100%

農業従事者年齢別構成比の推移
出典：練馬区農業振興計画（平成23年度～32年度）より作成

23,333 

22,135 
21,422 

20,612 
19,653 

18,807 
17,947 

17,115 
16,280 16,053 

15,127 15,182 
14,562 14,132 

1 15 485 15 541 1

16,000 

18,000 

20,000 

22,000 

24,000 

15,109 15,319 15,460 15,485 15,541 15,462 15,415 15,337 15,281 15,171 14,892 14,738 14,731 14,734 14,626 14,419 14,300 14,189 14,125 13,991 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

宅地化農地（ha） 14

1,650

1,700

○生産緑地の買取りの申出及び
行為の制限の解除

0 

2,000 

4,000 生産緑地（ha）

（ha） 1,663

1,544

17

15

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

,

※ 「宅地化農地」とは、生産緑地以外の市街化区域内農地である。 出典 宅地化農地：総務省「固定資産の価格等の概要調書」

生産緑地：国土交通省調べ

1,412

1,250

1,300

,

平成２０年 平成２１年 平成２２年

行為の制限の解除 市町村による買取等
（件数）

出典：国土交通省調べ



○農地における行為制限と課税 関係

第４ 都市農地の減少（２）

○生産緑地地区制度の概要

三大都市圏特定市の
市街化区域内農地

一般市町村の
市街化区域内農地

般農地

○農地における行為制限と課税の関係 １．目 的
都市における農地等の適正

な保全を図ることにより、農林
漁業との調整を図りつつ、良
好な都市環境の形成に資する。

生産緑地以外
（宅地化農地）

生産緑地
（保全農地）

一般農地

特になし ３０年間 特になし 市街化調整区域内は

区 分

都市計画
制限

生産緑地以外
２．概 要
１） 生産緑地地区の指定（生産緑地法第３条）

市町村は、市街化区域内の農地等で、次に掲げる
条件に該当する一団のものの区域について都市計画
に生産緑地地区を定めることができる。

ａ）良好な生活環境の確保に相当の効果があり
建築制限 開発抑制

原則不自由（許可制）
一定の場合、賃貸借可能

制限

農地転用
の制限

ａ）良好な生活環境の確保に相当の効果があり、
かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地と
して適しているもの

ｂ）５００㎡以上の規模の区域
ｃ）農林漁業の継続が可能な条件を備えていると

認められるもの

原則自由（届出制）
※農業振興施策の大半は対象外

宅地並み評価
宅地並み課税

宅地並み評価
農地に準じた課税

農地評価
農地課税

農地評価
農地課税

納税猶予あり

終身営農で免除（Ｈ２１改正

固定資産
税の課税

２） 行為の制限（生産緑地法第８条）
以下の行為については、市町村長の許可を受けな

ければならない。市町村長は当該生産緑地地区にお
いて農林漁業を営むために必要となるものの設置又
は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそ
れがないと認めるものに限り許可をすることができる納税猶予なし 納税猶予あり

終身営農で
免除

前は２０年）
※農業経営基盤強化促進法に基
づく賃借の場合、農地利用の終
身継続を条件に納税猶予を適用

相続税の
納税猶予

※ 「特定市」とは
① 都の特別区の区域 ② 首都圏、近畿圏又は中部圏内にある政令指定都市

れがないと認めるものに限り許可をすることができる。
ａ）建築物その他の工作物の新築、改築または増築
ｂ）宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の

変更
ｃ）水面の埋立てまたは干拓

３） 土地の買取りの申出（生産緑地法第１０条）

納税猶予あり
２０年営農で免除

① ②
③ ②以外の市でその区域の全部又は一部が三大都市圏の既成市街地、 近郊整備地帯等の区域内にあるもの ３） 土地の買取りの申出（生産緑地法第１０条）

生産緑地の所有者は、農林漁業の主たる従事者が
死亡等の理由により従事することができなくなった場
合、または生産緑地として告示された日から３０年が
経過した場合には市町村長に買取りを申し出ることが
できる。

４） 行為の制限の解除（生産緑地法第１４条）
法第１０条に基づく買取り申出があり、申出の日から

３月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかっ
たときは、行為の制限が解除される。



第４ 大都市中心部等の緑の絶対量不足

○都心部における緑の量の不足 ○緑化地域制度（都市緑地法第３４条）

緑が不足している市街地などにおいて、市町村が緑化地域を都市計画に定
めることにより、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けることができる60

【東京都における用途別のみどり率※の経年変化】
（平成15年⇒平成20年）

制度。

■対象区域 ：用途地域が指定されている区域内で、良好な都市環境の形成必要

な緑地が不足している地域

■規制の対象：敷地面積が1,000㎡以上（条例で300㎡まで引き下げ可能）の建

物の新築・増築

52.4
50.7

30

40

50

都全域 ※みどり率：緑被率に加え、河川や湖沼
等の水面と 公園内で緑に覆われてい 物の新築 増築

■規制の内容：建築敷地の緑化率を、都市計画に定める緑化率の最低限度以上と

することを義務付け

＊ 都市計画に定める緑化率の最低限度の上限 ：原則、

「敷地面積の25％」又は「１－（建ぺい率＋10％）」のうち小さい数値

20 19.6

0

10

20

区部

区分 年 公園・緑地 農用地
水面・河川

・水路
樹林・原野

・草地

15 5.2 1.4 4.7 8.7 20
20 5.4 1.1 4.6 8.5 19.6

15 3.3 4.4 2.6 42.2 52.4
20 3.5 3.9 2.5 40.8 50.7

エリア みどり率（％）
みどり率
全体（％）

区部
合計

全域
合計

等の水面と、公園内で緑に覆われてい
ない場所の面積を加えたもの

【港区民が過去10年間で緑が増えたと感じる場所、減ったと感じる場所】

0
平成15年 平成20年 出典：緑施策の新展開（平成２４年５月、東京都）

■緑化地域指定状況（平成２３年３月３１日現在）

３地区（名古屋市・横浜市・世田谷区）、＜約60,425ｈａ＞

・「住宅地」、「商業・業
務地」は、緑が減ったと
感じる区民が多い。

過去１０年間で緑が増減した場所（複数回答）
出典：港区緑と水の総合計画（平成２３年３月）



第４ 都市計画の透明性、適正性等（１）

○複層的に定められている都市計画（例）

用途 容積 高さ 敷地面積
規制制度の重ね合わせによって必要な土地利用規制を実現

地区計画
（再開発促進区）

事務所、店舗、飲食
店、博物館、展示場
等以外の禁止

600%
以下

160m
以下

5,000㎡
以上

土地利用規制の内容をすべて理解することが難しい

地区計画（さらに詳細なローカルルール）

高度地区
20m以下

（但し、住宅系の
建築物に限る）

高度地区（高さ規制の付加）

特別用途地区（用途規制の付加）

特別用途地区
火薬類の製造等の
事業を営む工場や住
宅等の禁止

用途地域

用途地域
（工業地域）

学校、病院、大規模
商業施設等の禁止

200%
以下

開発・建築行為が
行われる敷地



第４ 都市計画の透明性、適正性等（２）

○戦略的環境アセスメントと都市計画特例（環境影響評価法改正）

新設（Ｈ２５．４施行）

○戦略的環境アセスメントと都市計画特例（環境影響評価法改正）

構想段階
戦略的アセス（ＳＥＡ）

計画段階
現行のアセス

（計画段階配慮書手続）
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